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	医療・福祉施設の管理者さまへ
	■ 対象施設一覧 　□ 短期入所生活介護事業所　　□ 認知症対応型共同生活介護事業所 　□ 特別養護老人ホーム　　　　□ 介護老人保健施設 　□ 障害者支援施設　　　　　　□ 共同生活援助施設 　□ 児童養護施設　　　　　　　□ 通所介護事業所 　□ 生活介護事業所　　　　　　□ 就労継続支援Ｂ型事業所 　□ 児童発達支援事業所　　　　□ 放課後等デイサービス事業所 　□ 居宅介護支援事業所　　　　□ （重度）訪問介護事業所 　□ 訪問看護事業所　　　　　　□ 福祉用具貸与事業所 　□ 医療機関　　　　　　　　　□ 歯科医療機関 　□ 調剤薬局
	■ よくあるご質問 　Q：複数の事業所がある場合、複数申請できますか？ 　A：申請できます。ただし、同一建物内で複数の区分の事業を運営している場合は、申請は　 　　１事業所のみとなります。 　
	　Q：支給金額は何を基準に決まりますか？ 　A：入所施設は定員数、通所施設は定員数、医療機関は従業員数で決まります。詳しくは表　　 　　面の「支給金額」をご覧ください。
	　Q：支給金を何に使ってもいいですか？ 　A：物価高騰対策として、施設の運営に充てることを想定しています。

